
1 
 

構造改革特別区域計画 一部改正新旧対照表 
（下線の部分は改正部分） 

新 旧 
構造改革特別区域計画 

 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称  

郡上市 

 

２ 構造改革特別区域の名称  

清流の里郡上 食・文化・体験再生特区 

 

３ 構造改革特別区域の範囲  

郡上市の全域 

 

４ 構造改革特別区域の特性  

郡上市（以下、「本市」という。）は、日本そして岐阜県のほぼ中央部

に位置し東部は下呂市に接し、北部は高山市に、西部は関市及び福井県大

野市に、南部は美濃市及び関市に接している。 

また、本市の地勢は、最低海抜地の美並町木尾が 110ｍ、最高海抜地の白

鳥町銚子ヶ峰が 1,810ｍと高低差が大きく、長良川源流部にあたる高鷲町の

大日山麓一帯にはひるがの高原、上野高原が、明宝水沢上一帯にはめいほ

う高原が広がっており、雄大な自然に囲まれたロケーションとなっている。

さらに、長良川をはじめとして和良川、石徹白川などの一級河川が 24本あ

り、山林の高い水源かんよう能力によって、美しく豊かな水に恵まれてい

構造改革特別区域計画 
 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称  

郡上市 

 

２ 構造改革特別区域の名称  

古今伝授の里やまと 食・文化再生特区 

 

３ 構造改革特別区域の範囲  

郡上市の区域の一部（大和町地域） 

 

４ 構造改革特別区域の特性  

郡上市大和町は、昭和30 年３月に当時の弥富村・西川村・山田村の三村

が合併して大和村として発足、昭和60 年11 月には町制を施行し、平成16 

年３月に当時の郡内７町村が合併して郡上市となった。郡上市では、現在

も旧町村の特性を生かしながら、それぞれ個性的な地域づくりが行われて

おり、構造改革特別区域の範囲も、旧大和町区域に限定して設定するもの

である。 
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る。 

本市では、世界農業遺産「清流長良川の鮎」や白山ユネスコエコパーク

（生物圏保存地域）に代表される豊かな自然、伝統文化、暮らしなどの地

域資源を生かし、各分野が連携して、一体的な取組みによる産業の振興を

図るため、本市全域を構造改革特別区域として設定する。 

 

① 豊かな自然と水 

本市は、本州のほぼ中央部、岐阜県の中心に位置する奥美濃と呼ばれ

る地域で、白山山脈を北に抱き、長良川が市の中央を北から南に流れる

水と自然豊かな中山間地域である。 

長良川は環境省の名水百選や日本の水浴場88選に河川で唯一選定され

るなど日本三大清流として知られる。この長良川の上中流域は、平成27

年12月に「清流長良川の鮎（里川における人と鮎のつながり）」として

世界農業遺産（GIAHS）に認定された。 

また、厳冬期には、豊かで澄んだ長良川の支流吉田川で郡上の冬の風

物詩「郡上本染（県重要無形文化財）」の寒ざらしが行われる。盛夏の

頃には、郡上の子どもたちが市内の河川で水と戯れ、多くの鮎の友釣り

の釣り人で賑わう。 

郡上八幡の町の中には、山水を主な水源とする「水舟」も各所に見る

ことができる。２～３段の箱型の水槽の最上段は飲み水、中段はすすぎ

水、下段は洗い水として利用している。 

本市は、河川だけでなく、山水や湧水、井戸水など豊かな水の恵みを

受けている。 

  

 

 

 

 

 

 

①  豊かな自然と恵まれた交通条件 

本地域は、本州のほぼ中央部、岐阜県の中心に位置する奥美濃と呼ばれる

地域で、白山山脈を北に抱き、清流長良川が町の中央を北から南に貫流する

自然豊かな中山間地域である。長良川を縫って東海北陸自動車道と国道156 

号が通り、岐阜市から約１時間、名古屋市から約１時間30 分、本年７月に東

海北陸自動車道が全線開通すれば、北陸の主要都市とも２時間前後で結ばれ、

東海と北陸の中間点としてたいへん恵まれた交通環境にある。 
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② 地域の農業 

本市は、豊かで澄んだ水や、9 割を占める豊かな山々に囲まれ、海抜

100ｍ～1,000ｍと標高差のある耕地が約 3,000ha の中で、多様な農業が

営まれている。 

農家戸数は、3,964戸の内、小規模な自給的農家は 2,316戸と約 6割を

占めている。高鷲地域では、大規模な開拓事業の実施により高冷地の気

候風土を生かし,酪農及び夏だいこんを中心とした園芸作物の栽培が行

われ、その他の地域では、１戸当たりの水田面積が 30～40aであるなど、

経営耕地面積が少ないものの水稲への情熱は強く、コシヒカリ・あきた

こまち・たかやまもちを中心に作付けされ、特にコシヒカリの作付面積

は約 7 割に及び、味・品質は市場からも高く評価されている。また、平

成 30年で第４回目となる「郡上おいしい米コンテスト」では、米のブラ

ンド化の推進や後継者育成などの取り組みも行われている。 

 
③ 恵まれた交通条件 

本市は、長良川を縫って東海北陸自動車道と国道156号が通っている。

この東海北陸自動車道の全線開通、ひるがのスマートICの開設など高速

交通の整備により市外とのアクセスが飛躍的に向上した。岐阜市から約

１時間、名古屋市から約１時間30 分、北陸の主要都市とも２時間前後で

結ばれ、東海と北陸の中間点としてたいへん恵まれた交通環境にある。 

 

④ 歴史文化が豊かな地域 

本市は旧７ケ町村の至るところに豊かな歴史文化が息づく地域であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

②  歴史豊かな「古今伝授の里」 

郡上市大和地域は、中世の領主として約340 年間にわたり郡上を統治した

東氏の拠点であった。東氏は藤原定家の血を引く和歌の家柄として名高く、

中でも第九代東常縁は古今和歌集の秘伝を連歌師宗祇に授けて「古今伝授の

祖」と言わる。特に牧地域には国名勝・東氏館跡庭園や県史跡・篠脇城、県

重要無形民俗文化財「明建神社の七日祭り」など、東氏に縁の文化財が多く

残っている。なお、毎年８月７日に行われる明建神社の七日祭りは、東氏が

伝えたとされる例祭で、700 年以上の歴史があるといわれる。中世の芸能・

田楽が奉納され、その際に出役者と見学者に中世の酒である白酒（濁酒）が

振舞われている。 

こうした歴史と文化を生かして「古今伝授の里づくり」と称した地域興し

が約20 年間にわたり続けられてきた。 
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八幡地域では、日本三大民踊のひとつにも数えられており、国の重要

無形民俗文化財に指定されている郡上おどりが、夏の延べ32夜にわたり

開催される。 

大和地域は、中世の領主として約340年間にわたり郡上を統治した東氏

の拠点であった。東氏は藤原定家の血を引く和歌の家柄として名高く、

中でも第九代東常縁は古今和歌集の秘伝を連歌師宗祇に授けて「古今伝

授の祖」と言われ、東氏に縁の文化財が多く残っている。 

白鳥地域にある長滝白山神社は、美濃禅定道が白山信仰の拠点とした

場所であり、毎年正月明けには六日祭が行なわれる。 

   美並地域で生まれた円空は、美並町の寺を拠点とし、全国各地を遊業

しながら庶民救済を目的とした。 

また、明宝地域では、県の重要無形民俗文化財に指定されている「寒

水の掛踊」を始め、太神楽や伊勢神楽の奉納や地歌舞伎の上演により伝

統文化の保存継承がされているなど、歴史文化が日常生活の中に存在す

る地域である。 

 

⑤ 地域振興（食・体験交流、文化交流）の発信 

郡上の食文化の発信として、市内及び近隣の他市や他県の B 級グルメ

が集まる「食の祭典」は平成 20 年から毎年開催され、平成 30 年度には

10回目を迎え、継続的に郡上の食を広めている。 

体験交流としては、中学生が農家に泊まり農業を体験する「郡上民泊」

を行い、関西方面から年間約 1,000人を超える受け入れを行っている。 

水を生かした体験交流としては、長良川の源流吉田川の流域を中心に、

農山村の自然と暮らしを活用した体験教育事業の『子どもだけで行く自

 

 

③  文化交流地域としての地域振興＝古今伝授の里づくり 

「古今伝授の里づくり」とは、「歌（和歌･短歌）の里づくり」であり、歌

の情報発信基地化であるとともに歌に親しむ人づくり、歌心誘う美しい風景

づくりなどの文化振興によって生まれる交流を元に経済的基盤の確立をも狙

うものである。平成５年、「東氏記念館」「和歌文学館」「短歌図書館」「研

修館」「交流館」などの新たな施設と、周辺に点在する文化財とを融合した

「古今伝授の里フィールドミュージアム」が開園した。同ミュージアムを拠

点として、短歌大会、薪能や文楽、コンサートなどさまざまな文化的イベン

トが活発に催されるようになり、大和町の知名度は飛躍的に高まった。 

これに連動して平成11 年に「やまと温泉やすらぎ館」、平成13 年には「道

の駅・古今伝授の里やまと」、平成17 年には「ぎふ大和パーキングエリア」

などの経済施設が次々とオープンし、第三セクターで運営している。平成18 

年12 月、やまと温泉の入館者数が200 万人を突破するなど、当町への入込み

客は着実に増えてきた。しかしながら、地元産品の不足をはじめ、近年のガ

ソリン価格の高騰や資材のコスト高による物価上昇等の影響により、観光客

の当地での支出金額が減少するなど、いくつかの課題も発生している 
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然体験旅行 冒険キッズ』を通年で実施し、年間 9,000人を超える参加者

を集めている。 

文化的な交流としては、大和地域の「古今伝授の里フィールドミュー

ジアム」を拠点とし、短歌大会、薪能や文楽、コンサートなどさまざま

な文化的イベントが活発に催されている。 

しかしながら、まだまだ当市の資源を活かしきれず、一定時期のみの

賑わいとなっているなど、いくつかの課題も発生している。 

 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義  

市では、元気あふれる持続的な地域社会をつくるため、平成２９年度か

ら政策推進の旗印として「観光立市郡上」を掲げ、分野を横断した取り組

みを推進している。市が目指す観光立市は、一般的にイメージする観光関

連産業だけではなく、福祉や農林業、教育など様々な分野にわたって「郡

上を磨き、郡上の光を内外に観（しめ）す」という考え方のもと、市民の

総力を結集した取り組みを実践していくというものである。市内には日々

の暮らしの中では「当たり前」と思っていても、見かたを変えたり、また

市外の人から見ると「宝」と言える貴重な資源がたくさんある。清流長良

川や伝統芸能がもたらす多くの恵み、城下町の古い町並み、山里の暮らし、

農林水産物、郷土料理、伝統工芸品や先進技術の工業製品など数多くの宝

ものが市内のいたるところで光り輝いているものである。 

このような考えの基に、地元の食、伝統文化、地域資源を活用した体験

などをさらに磨き、光を当てたい。これまで郡上市大和地域だけが認定さ

れていた本構造改革特別区域の認定区域の追加により、濁酒を製造提供で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 構造改革特別区域計画の意義  

「古今伝授の里づくり」による20 年間の取り組みから、知名度の向上や印

象付けには大きな成果を得たと言えるが、経済的な波及効果という点ではま

だまだ弱く、地元産品が不足している状況にある。そこで、古今伝授の里の

特産品として、中世食文化の復興を試みたところ、大和町栗巣の母袋地区に

は、鎌倉時代から保存食として伝えられていた燻製豆腐があることに思い至

った。囲炉裏の火天の上で豆腐を燻したものであるが、これを改良・ 

商品化した「母袋燻り豆腐」は、全国特産品コンテスト中小企業庁長官賞（全

国観光土産品連盟推奨品）を受賞するヒット商品となり、中でも万場地区で

取れた枝豆を使用した豆腐は大変好評である。 

また、平成17 年６月には郡上大和名産品研究会を立上げ、地元の食材を使

用した地元の手による商品を開発しようと町内の業者20 社と協議を重ね、桜

寿司・鮎寿司・あまご寿司・いわな寿司などを開発した。この他にも、地元

の山菜、野菜などをふんだんに使用した食の開発と提供に努めている。 

本構造改革特別区域の認定により、中世の酒である白酒（濁酒）を提供でき
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きるエリアが拡大することは、個性的な清流の里郡上の食文化、伝統文化、

体験に更なる付加価値を加えるものとして大きな期待を寄せている。 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標  

歴史と文化、食・体験交流などの当市の魅力に、さらに個性的な食であ

る濁酒が加わり、地域資源を活用する「清流の里郡上」が総合的に完成さ

れる。また、今後のグリーンツーリズム・農泊・民泊の推進を図る。 

清流の里郡上を訪れた人は、この地域独自の歴史文化に触れ、農業や清

流を生かした体験に参加し、この地域でしか味わえないものを食すること

で、この山里を満喫することになる。各地域にある拠点観光施設を核とし

ながら農家民宿や小規模な宿泊施設を充実させて、質の高い交流の里を築

くのが目標である。 

 

 

 

 

 

 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的

効果  

本市の魅力を都市住民等に再認識してもらうために、地域資源を活用し

た既存にはないより大きな魅力が必要となっている。 

当初の特区計画に基づき、平成２１年８月に１軒の農家レストランが濁

るようになることは、個性的な古今伝授の里の食文化に更なる付加価値を加

えるものとして大きな期待を寄せている。 

 
６ 構造改革特別区域計画の目標  

古今伝授と東氏に関する歴史と文化、歌の情報発信基地化、美しい風景、

個性的で質の高い様々な催し、そこに魅力的な食が加わることにより「古今

伝授の里」が総合的に完成される。また、今後グリーンツーリズムの推進を

図り、地域で行われる様々な催しへの参加と農業体験をミックスすることに

よって滞在型化、リピーター化を促す。 

古今伝授の里を訪れた人は、この地域独自の歴史と文化に触れることになる。

ある時は古くから伝わる地域の祭りに参加し、ある時は能や文楽といった日

本が世界に誇る文化遺産を鑑賞し、短歌や俳句の創作や学習に精を出し、ま

た究極のアウトドアライフとも言える農業体験などでこの山里を満喫するこ

とになる。 

「古今伝授の里フィールドミュージアム」「道の駅・古今伝授の里やまと」

を核としながら、農家民宿や小規模な宿泊施設を充実させて、質の高い交流

の里を築くのが目標である。 

 
 
７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的

効果  
本地域は、東海北陸自動車道の全線開通により、観光客の通過地点となる

ことが危惧されている。そこで、本地域を都市住民に認識してもらうために、

既存にはないより大きな魅力が必要となっている。 
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酒の製造を開始し、平成２４年１月には更に１軒が製造を開始した。これ

により、どぶろく祭りやどぶろくツアーなど様々なイベントを開催し、地

元住民にも「やる気」が沸くと同時に、「おもてなしの心」「迎える心」

「人と人の交流」「心と心の交流」が活発となった。また、観光客の増加

により、地域で生産される農産物の消費拡大を図るため「郡上旬彩館やま

と」がオープンし、郡上鮎やジビエ（獣肉）などブランド化や地産地消の

機運も高まり、地場産業の活性化が推進されている。特に農家レストラン

等で濁酒を自家醸造したことで、米（こしひかり）の自家消費も拡大し、

農家の所得の向上がみられる。 

以上の効果により、大和観光協会では平成３０年２月にこの取り組みを

市内へ広めるために「どぶろく研究会inぎふ郡上」開催し、市内観光協会

関係者へ取り組み普及啓発を図った。 

これらの取り組みを市内に波及させ、どぶろく特区を活用した都市と農

村の交流を目的とした観光施策の促進を図る。 

 

 

期待される経済的社会的効果は以下のとおり 

○新規起業（農家民宿及び農家民宿による特定酒類製造） 

 

 現在 令和元年度目標 令和２年度目標 

農家民宿数 ０件 １件 ２件 

農家民宿による

特定酒類製造件

数 

０件 １件 ２件 

本特区計画に基づき、平成21 年度までに１軒の農家レストランが濁酒の製

造を開始し、平成22 年度までには２軒の開業を進め、農家民宿も１軒ずつ増

やしていく予定である。これにより、滞在型としては今ひとつ魅力に乏しか

った大和地域が、滞在型観光地の一つとして都市住民に認識され、地元住民

にも「やる気」が沸くと同時に、「おもてなしの心」「迎える心」「人と人

の交流」「心と心の交流」が活発に進められる。交流人口の増加拡大が図ら

れれば、今後は宿泊観光客の増加も見込まれ、「古今伝授の里づくり」がさ

らに一歩踏み出せる。また、宿泊する観光客が増加すれば、地域で生産され

る農産物の消費拡大が図られ、郡上鮎・あまご・岩魚など地産地消の機運も

高まり、地場産業の活性化が推進される。特に農家レストラン等で濁酒を自

家醸造することにより、米（こしひかり）の自家消費が拡大されるとともに、

農家の所得の向上が見込まれる。 

大和観光協会では「いってよかった 大和」をうたい文句にして、とぶろく

特区を活用した都市と農村の交流の観光施策を計画し充実を図る 

 

 

期待される経済的社会的効果は下記のとおり 

○新規起業（農家民宿や自家製による酒類製造） 

 

 

 現在 平成２１年度目標 平成２２年度目標 

農家民宿数 0 件 1 件 2 件 

自家製による酒類 

製造件数 
0 件 1 件 2 件 
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○新規起業（農家レストラン及び農家レストランによる特定酒類製造） 

 現在 令和元年度目標 令和２年度目標 

農家レストラン

数 
２件 ３件 ４件 

農家レストラン

による特定酒類

製造件数 

２件 ３件 ４件 

 

○観光客の増加 

 平成２９年 令和元年目標 令和２年目標 

宿泊客数 426,332人 430,000人 435,000人 

日帰客数  5,687,278人 5,700,000人 5,710,000人 

※平成２９年郡上市観光動態調査結果より 

○郡上民泊推進協議会の登録農家数及び受入れ人数の増加 

 平成２９年度 令和元年度目標 令和２年度目標 

農家数 ５０人 ５５人 ６０人 

受入れ人数 １，３０５人 １，３２０人 １，３３５人 

※平成３０年度実績による 

 

８ 特定事業の名称  

707(708) 特定農業者による特定酒類の製造事業 

 

９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定

事業に関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団

○新規起業（農家レストランや自家製による酒類製造） 

 現在 平成２１年度目標 平成２２年度目標 

農家レストラン数 2 件 4 件 6 件 

自家製による酒類 

製造件数 
0 件 1件 2件 

 

 

 

○観光客の増加 

 現在 平成２１年度目標 平成２２年度目標 

宿泊客数 11,254 人 12,000 人 12,500 人 

日帰客数 1,645,418 人 1,728,000 人 1,814,000 人 

 

 

 

 

 

 

 

８ 特定事業の名称  
707(708) 特定農業者による特定酒類の製造事業 

 

９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定

事業に関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共
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体が必要と認める事項 

 

① 特産品開発と産直物産によるおもてなし 

本市の地域資源を活用した六次産業化による特産品の開発を支援する

とともに農家民宿や農家レストランにて地元の山菜、川魚などを使った

「おもてなし料理」を訪れた観光客に提供する。 

 

② イベントの開催 

「全国どぶろく研究大会」や「食の祭典inぎふ郡上」などの各種イベ

ントを開催し、都市住民と地域住民との交流の場を提供して、「清流の

里 郡上」のファンづくりを進める。 

 

③ 農業の新規参入等の支援 

農業に新規参入する者や、農業を拡大する者にあっては、国、県の補

助制度を活用し、就農前の研修と就農後の経営確立を支援する。 

 

 

④ グリーンツーリズム・農泊の推進事業 

各種グリーンツーリズムや農泊体験を企画・実施し、観光客の増加に

つなげる。 

 

 

 

 

団体が必要と認める事項 

 

①  特産品開発と産直物産によるおもてなし 

郡上食品衛生協会大和支部または、郡上大和名産品研究会に属し、郡上大

和で生産される農産物などを使い、地元の手で作り上げた商品を開発し提供

する。 

 

② イベントの開催 

本地域の「古今伝授の里づくり」を推進するため、薪能・文楽・古今伝授

の里短歌大会など各種のイベントを開催し、都市住民と地域住民との交流の

場を提供して、「古今伝授の里 やまと」のファンづくりを進める。 

 

③ 農業の新規参入等の支援 

農業に新規参入する者や、農業を拡大する者にあっては、岐阜県農業制度

資金等を活用し農業生産に必要な資材・機械・倉庫等の購入及び建築資金に

補助金を支給して、実施主体が新規事業展開を容易にできるよう支援する。 

 

④  グリーンツーリズム推進事業 

種まき体験、竹とんぼ・水鉄砲作り等の各種グリーンツーリズムを企画・

実施し、観光客の増加につなげる。 

 
別紙   構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする

特定事業の内容、実施主体及び開始の日並びに特定事業ごとの規制の特

例措置の内容  
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(別紙) 

１ 特定事業の名称  

707(708) 特定農業者による特定酒類の製造事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者  

構造改革特別区域内において、酒類を自己の営業場において飲用に供する

業（旅館・民宿・レストラン・飲食店等）を営む農業者（以下、「特定農

業者」という。）で、米（自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして

財務省令で定めるものに限る。）を原料として、その他の醸造酒（以下「濁

酒」という。）を製造しようとする者 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日  

本構造改革特別区域計画の認定を受けた日 

 

４ 特定事業の内容  

① 業に関与する主体 

上記２に記載の者で、酒類製造免許を受けた者 

② 業が行われる区域 

郡上市の全域 

③事業の実施期間 

上記２に記載の者が、酒類の製造免許を受けた日以降 

④事業により実施される行為や整備される施設 

上記２に記載の者が、米（自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして

財務省令で定めるものに限る。）を原料とした濁酒の提供を通じて地域の

(別紙) 

１ 特定事業の名称  

707(708) 特定農業者による特定酒類の製造事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者  

構造改革特別区域内において、酒類を自己の営業場において飲用に供する

業（旅館・民宿・レストラン・飲食店等）を営む農業者で、米（自ら生産

したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る）を原

料としてその他の醸造酒（特定酒類）（以下「濁酒」という。）を製造し

ようとする者 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日  

本特別区域計画の認定を受けた日 

 

４ 特定事業の内容  

①事業に関与する主体 

上記２に記載の者で、酒類製造免許を受けたもの 

②事業が行われる区域 

郡上市の区域の一部（大和町地域） 

③事業の実施期間 

上記２に記載した者が、酒類の製造免許を受けた日以降 

④事業により実施される行為又は文化交流地域としての地域振興 

上記２に記載の者が、濁酒の提供を通じて地域の活性化を図るために濁酒

を製造する。 
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活性化を図るために濁酒を製造する。 

 
５ 当該規制の特例措置の内容  

当該規制の特例措置により、特定農業者が米（自ら生産したもの又はこれ

に準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。）を原料として濁酒を

製造しようとする場合には、最低製造数量基準が適用されず、酒類製造免

許を受けることが可能となる。 

このことは、新しい地場産品の創造となり、農業農村の活性化にもつな

がる。また、濁酒製造への取り組みは、小規模ながらも農家の副収入の手

段ともなり、濁酒とあわせて地元食材を提供することは、地産池消の促進

へも波及するものと考える。 

このような民間の自発的な取り組みが広まることは、地域の活性化にも

つながるという視点からも、当該特例措置の適用が必要であると考える。 

なお、当該特定事業により、特定農業者が酒類の製造免許を受けた場合も、

酒税法の規定に基づき、酒税の納税義務者として必要な申告納税や各種記

帳義務が発生するとともに、  税務当局の検査や調査の対象とされる。 

本市では、無免許製造を防止するために制度内容の広報周知を行うととも

に、特定農業者が酒税法の規定に違反しないよう指導及び支援を行う。 

 

 
 
５ 当該規制の特例措置の内容  

当該規制の特例措置により、農家レストランや農家民宿等を営む農業者が

米（自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるもの

に限る）を原料として濁酒を製造しようとする場合には、製造免許に係る

最低製造数量基準が適用されず、酒類製造免許を受けることが可能となる。 

このことは、新しい地場産品の創造となり、農業農村の活性化にもつな

がる。また、濁酒製造への取り組みは、小規模ながらも農家副収入のひと

つの手段ともなり、濁酒とあわせて地元食材を提供することは、地産池消

の促進へも波及するものと考える。 

このような民間の自発的な取り組みが広まることは、地域の活性化にも

つながるという視点からも、当該特例措置の適用が必要であると考える。 

なお、当該特例により、酒類の製造免許を受けた場合、酒税の納税義務

者として必要な申告納税や記帳義務が発生し、税務当局の検査・調査の対

象とされる。 

市では、無免許製造を防止するために制度内容の周知を行うとともに、

特定農業者が酒税法の規定に違反しないよう、指導及び支援を行う。 
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